
2 監視指導

(１)　年度別監視指導状況

施設数
目標監視件

数※1
監視件数

※2
監視率
※3

施設数
目標監視件

数※1
監視件数

※2
監視率
※3

施設数
目標監視件

数※1
監視件数

※2
監視率
※3

30 81,909 64,258 65,872 102.5% 30,227 23,568 25,105 106.5% 51,682 40,690 40,767 100.2%

29 82,246 64,873 70,463 108.6% 30,408 23,633 25,390 107.4% 51,838 41,240 45,073 109.3%

28 83,482 71,742 70,384 98.1% 30,644 23,442 25,650 109.4% 52,838 48,300 44,734 92.6%

27 84,976 76,806 80,422 104.7% 31,148 23,931 28,532 119.2% 53,828 52,875 51,890 98.1%

26 87,093 78,130 81,281 104.0% 31,928 23,635 26,995 114.2% 55,165 54,495 54,286 99.6%

許可を 30 51,110 — 37,548 — 17,341 — 13,249 — 33,769 — 24,299 —

要する 29 51,074 — 39,976 — 17,399 — 13,581 — 33,675 — 26,395 —

施設 28 52,005 — 41,542 — 17,660 — 14,086 — 34,345 — 27,456 —

27 52,766 — 46,196 — 17,882 — 15,680 — 34,884 — 30,516 —

26 54,028 — 46,600 — 18,361 — 14,772 — 35,667 — 31,828 —

許可を 30 30,799 — 28,324 — 12,886 — 11,856 — 17,913 — 16,468 —

要しな 29 31,172 — 30,487 — 13,009 — 11,809 — 18,163 — 18,678 —

い施設 28 31,477 — 28,842 — 12,984 — 11,564 — 18,493 — 17,278 —

27 32,210 — 34,226 — 13,266 — 12,852 — 18,944 — 21,374 —

26 33,065 — 34,681 — 13,567 — 12,223 — 19,498 — 22,458 —

（注）　施設数は，平成30年３月末現在。

※1　監視指導計画に基づく目標監視件数

※2　監視指導計画に基づく監視件数

※3　監視指導計画に基づく実施率
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　県内の食品関係営業施設は，営業許可を要する施設が５１，１１０施設，営業許可を要しない施設が３0,７９９施設で合計８１，９０９施設である。

　平成30年度の監視指導の状況は，監視総件数６５，８７２件，実施率１０２．５％であり，内訳は，営業許可を要する施設が３７，５４８件，営業許可を要

しない施設が２８，３２４件であった。

区分 年度
総　　　　　　　数 県立保健所 政令市保健所

合計



(２)　業種別監視指導状況

　ア　許可を要する施設に対する監視指導状況

営業施設数 監視件数 営業施設数 監視件数 営業施設数 監視件数

一 般 食 堂 ・ レ ス ト ラ ン 等 19,656 8,469 4,396 1,914 15,260 6,555

仕 出 し 屋 ・ 弁 当 屋 4,284 5,951 1,578 2,003 2,706 3,948

旅 館 620 246 342 127 278 119

そ の 他 3,760 1,838 2,098 1,072 1,662 766

2,397 2,725 1,018 1,030 1,379 1,695

10 66 5 52 5 14

0 0 0 0 0 0

41 139 19 80 22 59

2 12 2 12 0 0

3,705 5,226 1,471 1,660 2,234 3,566

17 99 11 21 6 78

53 100 12 27 41 73

255 407 89 205 166 202

51 69 30 40 21 29

5,599 2,324 1,907 609 3,692 1,715

26 62 11 11 15 51

83 177 30 108 53 69

5,278 3,564 2,055 1,628 3,223 1,936

202 352 56 106 146 246

3,308 3,268 1,335 1,475 1,973 1,793

42 108 16 43 26 65

8 16 3 6 5 10

18 22 10 17 8 5

1 1 1 1 0 0

98 69 79 48 19 21

73 106 40 74 33 32

33 41 18 9 15 32

81 53 53 37 28 16

105 136 67 77 38 59

3 4 1 4 2 0

140 258 63 128 77 130

951 1,285 424 474 527 811

62 51 22 12 40 39

0 1 0 1 0 0

82 195 49 126 33 69

26 103 8 8 18 95

40 5 22 4 18 1

51,110 37,548 17,341 13,249 33,769 24,299

（注）　施設数は，平成30年3月末現在。

政　　　令　　　市　　　計

飲
食
店
営
業

菓 子 （ パ ン を 含 む 。 ） 製 造 業

乳 処 理 業

特 別 牛 乳 さ く 取 処 理 業

か ん 詰 又 は び ん 詰 食 品 製 造 業
（ 上 記 及 び 下 記 以 外 ）

業　　　種
県　　　合　　　計 県　　　立　　　計

乳 製 品 製 造 業

集 乳 業

魚 介 類 販 売 業

魚 介 類 せ り 売 営 業

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業

食 品 の 冷 凍 又 は 冷 蔵 業

醤 油 製 造 業

喫 茶 店 営 業

あ ん 類 製 造 業

ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業

乳 類 販 売 業

食 肉 処 理 業

食 肉 販 売 業

食 肉 製 品 製 造 業

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業

食 用 油 脂 製 造 業

マ ー ガ リ ン 又 は シ ョ ー ト ニ ン グ 製 造 業

み そ 製 造 業

計　　　　　　　　　（１）

ソ ー ス 類 製 造 業

酒 類 製 造 業

豆 類 製 造 業

納 豆 製 造 業

め ん 類 製 造 業

そ う ざ い 製 造 業

添加物（法11条第1項の規定により規格が定められた
も の に 限 る 。 ） 製 造 業

食 品 の 放 射 線 照 射 業

清 涼 飲 料 水 製 造 業

氷 雪 製 造 業

氷 雪 販 売 業
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イ　許可を要しない施設に対する監視指導状況

営業施設数 監視件数 営業施設数 監視件数 営業施設数 監視件数

学 校 313 227 76 155 237 72

病 院 ・ 診 療 所 447 292 108 155 339 137

事 業 所 89 69 18 23 71 46

そ の 他 1,235 454 451 260 784 194

216 15 196 15 20 0

3,823 3,455 2,492 1,829 1,331 1,626

2,928 3,680 1,476 1,485 1,452 2,195

2,827 3,447 1,472 1,519 1,355 1,928

4,368 3,313 2,000 1,748 2,368 1,565

11,488 9,610 3,693 3,201 7,795 6,409

12 26 6 12 6 14

1,808 1,909 559 809 1,249 1,100

0 0 0 0 0 0

1,245 1,827 339 645 906 1,182

30,799 28,324 12,886 11,856 17,913 16,468

（注）　施設数は，平成30年3月末現在。

政　　令　　市　　計

給
食
施
設

乳 さ く 取 業

4
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業　　　　　　　　種
県　　　合　　　計 県　　　立　　　計

添 加 物 の 販 売

氷 雪 採 取 業

器 具 ・ 容 器 包 装 ・ お も ち ゃ の
製 造 業 又 は 販 売 業

計　　　　　　（２）

食 品 製 造 業

野 菜 ・ 果 物 販 売 業

そ う ざ い 販 売 業

菓 子 （ パ ン を 含 む 。 ） 販 売 業

食 品 販 売 業 （ 上 記 以 外 ）

添加物（法第11条第１項の規定により規格が定めら
れ た も の を 除 く 。 ） の 製 造 業



(３)　保健所，支所別監視指導状況

施設数 目標監視件数 監視件数 実施率 施設数 監視件数 施設数 監視件数

81,909 64,258 65,872 102.5% 51,110 37,548 30,799 28,324

30,227 23,568 25,105 106.5% 17,341 13,249 12,886 11,856

3,729 2,422 4,014 165.7% 2,312 1,783 1,417 2,231

広島 5,221 3,663 3,437 93.8% 2,902 1,990 2,319 1,447

呉 984 1,074 1,340 124.8% 508 442 476 898

5,483 4,260 3,131 73.5% 3,637 2,167 1,846 964

東部 7,170 7,028 6,690 95.2% 4,710 3,273 2,460 3,417

福山 2,361 1,902 3,143 165.2% 1,111 2,007 1,250 1,136

5,279 3,219 3,350 104.1% 2,161 1,587 3,118 1,763

51,682 40,690 40,767 100.2% 33,769 24,299 17,913 16,468

31,099 26,500 26,465 99.9% 22,163 15,893 8,936 10,572

7,750 5,000 4,663 93.3% 3,809 2,513 3,941 2,150

12,833 9,190 9,639 104.9% 7,797 5,893 5,036 3,746

（注）　施設数は，平成30年3月末現在。

総　　　　　　　　　計 許 可 を 要 す る 施 設 許 可 を 要 し な い 施 設

総　　計

県　立　計

政　令　市　計

広　島　市

呉　　　市

福　山　市
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保健所・支所

西部

西部東

北部



(４)　保健所，支所別業種別食品営業施設数

　ア　許可を要する施設

広島 呉 福山

3,714 5,196 967 5,445 7,105 2,355 5,272 30,054 31,114 7,716 12,750 51,580 81,634

一般食堂・レストラン
等

564 720 98 977 1,271 225 498 4,353 11,529 1,365 2,301 15,195 19,548

仕 出 し 屋 ・ 弁 当 屋 168 270 38 311 423 117 245 1,572 1,748 306 692 2,746 4,318

旅 館 57 58 6 56 94 16 45 332 133 52 95 280 612

そ の 他 360 330 66 376 672 116 214 2,134 242 208 1,231 1,681 3,815

144 159 25 204 277 78 151 1,038 833 171 398 1,402 2,440

1 1 0 1 1 0 0 4 3 0 1 4 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3 0 4 6 1 4 19 9 13 22 41

0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2

200 233 81 292 362 104 185 1,457 1,367 360 525 2,252 3,709

2 1 0 3 5 0 1 12 2 2 2 6 18

0 0 1 3 6 0 1 11 16 9 15 40 51

19 11 10 17 30 5 3 95 121 14 32 167 262

6 1 1 7 8 1 6 30 12 3 7 22 52

293 422 20 494 427 89 147 1,892 2,497 390 768 3,655 5,547

6 2 0 0 2 0 0 10 7 1 8 16 26

3 2 2 6 10 2 6 31 31 9 12 52 83

238 340 60 428 532 130 254 1,982 1,925 443 830 3,198 5,180

4 11 1 12 9 2 15 54 106 23 14 143 197

156 223 49 281 325 109 182 1,325 1,224 271 512 2,007 3,332

1 1 0 1 7 1 6 17 9 6 11 26 43

0 1 0 1 0 0 1 3 3 2 5 8

0 0 2 3 3 1 2 11 6 2 8 19

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

3 11 3 14 13 12 25 81 8 8 3 19 100

4 4 7 13 4 1 9 42 9 14 8 31 73

1 6 0 2 4 4 1 18 6 1 8 15 33

2 9 2 24 6 1 11 55 11 10 9 30 85

2 9 3 13 20 4 14 65 16 8 10 34 99

0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 3

3 7 3 7 22 6 15 63 42 10 27 79 142

40 55 11 79 99 49 98 431 320 72 156 548 979

2 2 0 1 10 2 5 22 10 5 26 41 63

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 8 2 11 17 3 3 47 13 9 14 36 83

0 0 2 3 4 0 3 12 21 3 5 29 41

2 3 0 3 13 1 0 22 11 2 5 18 40

2,285 2,903 493 3,648 4,683 1,080 2,152 17,244 22,292 3,775 7,742 33,809 51,053

（注）　施設数は，平成31年3月末現在

県計

総合計（①＋②）

業種名 西部 西部東 東部 北部 県立計

集 乳 業

広島市 呉市 福山市 政令市計

飲
食
店
営
業

菓子（パンを含む。）製造
業

乳 処 理 業

特 別 牛 乳 さ く 取 処 理 業

乳 製 品 製 造 業

食 肉 製 品 製 造 業

魚 介 類 販 売 業

魚 介 類 せ り 売 営 業

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業

食 品 の 冷 凍 又 は 冷 蔵 業

かん詰又はびん詰食品製造業
（ 上 記 及 び 下 記 以 外 ）

喫 茶 店 営 業

あ ん 類 製 造 業

ア イ ス ク リ ー ム 類製 造業

乳 類 販 売 業

食 肉 処 理 業

食 肉 販 売 業

添加物（法第11条第1項の規定
により規格が定められたものに
限 る 。 ） 製 造 業

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業

食 用 油 脂 製 造 業

マ ー ガ リ ン 又 は シ ョ ー ト
ニ ン グ 製 造 業

み そ 製 造 業

醤 油 製 造 業

ソ ー ス 類 製 造 業

酒 類 製 造 業

豆 腐 製 造 業

納 豆 製 造 業

め ん 類 製 造 業

そ う ざ い 製 造 業

食 品 の 放 射 線 照 射 業

清 涼 飲 料 水 製 造 業

氷 雪 製 造 業

氷 雪 販 売 業

計　　　　　①

保健所，支所名
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　イ　許可を要しない施設

広島 呉 福山

学 校 6 12 3 4 31 6 12 74 137 26 76 239 313

病 院 ・ 診 療 所 6 4 6 13 56 6 16 107 232 44 62 338 445

事 業 所 0 0 2 1 12 1 2 18 64 9 0 73 91

そ の 他 60 59 13 69 145 34 83 463 398 126 287 811 1,274

36 54 10 13 16 13 69 211 13 1 6 20 231

164 58 129 287 205 482 1,207 2,532 906 312 133 1,351 3,883

56 386 77 261 227 115 342 1,464 739 249 437 1,425 2,889

84 423 60 246 226 117 295 1,451 782 307 239 1,328 2,779

131 505 74 284 449 168 364 1,975 980 668 684 2,332 4,307

831 629 83 497 821 271 508 3,640 3,285 2,005 2,453 7,743 11,383

0 0 1 0 4 1 1 7 1 4 2 7 14

7 62 9 78 179 47 156 538 662 163 397 1,222 1,760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 101 7 44 51 14 65 330 623 27 232 882 1,212

1,429 2,293 474 1,797 2,422 1,275 3,120 12,810 8,822 3,941 5,008 17,771 30,581

（注）　施設数は，平成31年3月末現在

県計

5
1

業種名  　　　     　　保健所，支所名 西部 西部東 東部 北部

給　　　食
施　　　設

乳 さ く 取 業

食 品 製 造 業

野 菜 ・ 果 物 販 売 業

県立計 広島市 呉市 福山市 政令市計

器具・容器包装，おもちゃの製造
業 又 は 販 売 業

計　　②

そ う ざ い 販 売 業

菓 子 （ パ ン を 含 む 。 ） 販 売 業

食 品 販 売 業 （ 上 記 以 外 ）

添加物（法第11条第１項の規定によ
り規格が定められたものに限る。）製
造 業

添 加 物 の 販 売 業

氷 雪 採 取 業



　ウ　条例関係施設（イ 許可を要しない施設の再掲）

広島 呉 福山

284 306 73 399 540 142 251 1,995 1,739 462 694 2,895 4,890

16 15 27 14 76 4 9 161 172 97 63 332 493

2 5 11 9 18 0 1 46 12 75 28 115 161

84 14 67 22 0 0 0 187 57 65 2 124 311

14 1 17 11 6 0 0 49 19 21 3 43 92

400 341 195 455 640 146 261 2,438 1,999 720 790 3,509 5,947

（注）　施設数は，平成31年3月末現在

県立計北部

加 工 水 産 物 販 売 業

加 工 水 産 物 製 造 業

魚 介 類 等 行 商 業

東部

か き 作 業 場 １ 類

5
2

業種名　　　　　　保健所，支所名 西部 西部東

か き 作 業 場 ２ 類

計

広島市 呉市 福山市 政令市計 県計
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 (５) 夏期食品一斉監視結果について 

 

  ア 実施期間 

    平成３０年７月１日（日） ～ 平成３０年８月１７日（金） 

 

  イ 実施機関 

    広島県（広島市，呉市及び福山市を除く。） 

 

  ウ 重点監視対象施設 

  （ア）食中毒の原因施設となる頻度が高い施設 

    ａ 生又は加熱不十分な食鳥肉等（内臓を含む。）を提供している施設 

    ｂ 鶏肉を飲食店営業者に販売する施設（食鳥処理業者，卸売業者等） 

    ｃ 大量調理施設（弁当店，仕出し店，旅館，学校，病院等） 

    ｄ 魚介類及びその加工品を製造，処理及び販売する施設 

  （イ）重大事案等により，継続的な実態把握，指導が必要な施設 

    ａ 浅漬等の製造等を行う施設 

    ｂ 食肉等を取扱う施設（牛の食肉，牛肝臓，豚肉） 

    ｃ その他の食肉等（生食用の馬肉及び馬肝臓，牛肝臓を除く牛の内臓，野生鳥獣肉，結着肉等） 

    ｄ 乳の処理する施設 

  （ウ）と畜場・食鳥処理場及び食肉処理施設 

  エ 実施結果 

  （ア） 施設立入（立入件数：５，６２７件，不適件数：１４４件（２．６％）：昨年１０３件（２．１％）） 

    ａ 要許可施設 

主な業種 

立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

 （割合）  （不適率） 施設基準 
管理運営 

基準等 

製造 

基準等 
表示基準 その他 

飲食店営業 １,２９３ (４０.８) ６０ (４.６) ３１ ３２ ０ ４ ２ 

菓子製造業 ２１５ (６.８) １７ (７.９) ３ １１ ０ ４ ３ 

魚介類販売業 ４４０ (１３.９) １６ (３.６) ６ ７ ０ １ ４ 

乳類販売業 ４１９ (１３.２) ５ (０.６) ０ ３ ０ ０ ２ 

食肉販売業 ４４４ (１４.０) １８ (１.２) ３ １３ ０ ６ １ 

豆腐製造業 ９ (０.３) ０ (０.０) ０ ０ ０ ０ ０ 

めん類製造業 １１ (０.３) ２ (１８.２) ０ ２ ０ ０ ０ 

そうざい製造業 ７１ (２.２) ４ (１８.２) ０ ４ ０ ０ ０ 

その他 ２６９ (８.５) ５ (５.６) ４ ２ ２ ２ ０ 

計 ３，１７１ (１００.０) １２７ (４.０) ４７ ７４ ２ １７ １２ 
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    ｂ 食肉衛生重点指導（ａ再掲） 

主な業種 施設数 

立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

 （割合）  （不適率） 施設基準 
管理運営

基準等 

製造 

基準等 
表示基準 その他 

と畜場 ０ ０ (０.０) ０ (０.０) ０ ０ ０ ０ ０ 

食鳥処理場 ９ ６５ (２０.2) ０ (０.０) ０ ０ ０ ０ ０ 

飲食店営業 

（焼肉専門店） 
１７９ ９ (２.８) ０ (０.０) ０ ０ ０ ０ ０ 

食肉処理業 ５５ ２６ (８.１) ０ (０.０) ０ ０ ０ ０ ０ 

食肉販売業（1 類） ２９０ ２２２ (６８.９) ４ (０.０) １ ２ ０ ０ １ 

計 ５３３ ３２２ (１００.０) ４ (１.８) １ ２ ０ ０ １ 

 

    ｃ 許可を要しない施設 

主な業種 

立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

 （割合）  （不適率） 
設備の 

不備 

食品の 

取扱不良 
表示基準 その他 

給 食 施 設 １６５ (６.７) １ (２.６) ０ ０ ０ １ 

食 品 製 造 業 ６８ (２.８) ０ (０.０) ０ ０ ０ ０ 

そ う ざ い 販 売 業 ４０８ (１６.６) １ (１.３) ０ １ ０ ０ 

菓 子 販 売 業 ４２７ (１７.４) ３ (０.０) ０ １ ２ ２ 

食 品 販 売 業 ５２９ (２１.５) １２ (１.７) ２ ７ ２ ３ 

そ の 他 ８５９ (３５.０) ０ (０.７) ０ ０ ４ ０ 

計 ２，４５６ (１００.０) １７ (０.９) ２ ９ ８ ６ 

 

  （イ）食品・食品添加物等の検査及び収去試験（検査件数：１７４件，不適件数：０件） 

食品等 

検 査 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

 （割合）  （不適率） ６条 １１条 １９条 その他 

魚介類及び 

その加工品 
３ (１.７) ０ (０.０) ０ 0 0 0 

食肉，食肉製品及び 

食肉加工品 
１９  (１０.９) ０ (０.０) ０ 0 0 0 

乳，乳製品及び 

乳類加工品 
０ (０.０) ０ (０.０) ０ 0 0 0 

卵及び 

その加工品 
１  (０.６) ０ (０.０) ０ 0 0 0 

めん類 １０  (５.７) ０ (０.０) ０ 0 0 0 

菓子類 ２５  (１４.３) ０ (０.０) ０ 0 0 0 

穀類加工品 １９  (１０.９) ０ (０.０) ０ 0 0 0 

野菜・果物及びその加工品 ２８  (１６.１) ０ (０.０) ０ 0 0 0 

そうざい及び 

その半製品 
１０ (５.７) ０ (０.０) ０ 0 0 0 

その他 ５９ (３３.９) ０ (０.０) ０ 0 0 0 

計 １７４ (１００.０) ０ (０.０) ０ 0 0 0 
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 (６) 食品等の年末一斉監視結果について 

   

ア 実施期間 

    平成３０年１２月１日（土）～平成３０年１２月３１日（月） 

  イ 実施機関 

    広島県（広島市，呉市及び福山市を除く。） 

  ウ 重点監視対象施設 

  （ア）食中毒の原因施設となる頻度の高い施設 

    ａ 大量調理施設（弁当屋，仕出し屋，旅館，学校，病院等）等 

    ｂ 生食用又は加熱不十分な食鳥肉を提供している施設 

    ｃ 魚介類及びその加工品を製造，処理及び販売する施設 

    （ａ）かきを取り扱う施設 

    （ｂ）フグを取り扱う施設 

    （ｃ）その他魚介類を取り扱う施設 

  （イ）重大事案等により，継続的な実態把握，指導が必要な施設 

    ａ 食肉等を取扱う施設（牛の食肉，牛肝臓，豚肉） 

    ｂ その他の食肉等（生食用の馬肉及び馬肝臓，牛肝臓を除く牛の内臓，野生鳥獣肉，結着肉等） 

  （ウ）と畜場・食鳥処理場及び食肉処理施設 

 

  エ 実施結果 

  （ア）施設立入（立入件数：３，０４５件，不適件数：１９３件（６．３％）：昨年８７件（２．２％）） 

    ａ 要許可施設 

主な業種 立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

  （割合）  （不適率） 設備基準 
管理運営 

基準 

製造 

基準等 
表示基準 その他 

飲食店営業 ６６７ (４２.０) ８２ (１２.３) ４７ ２８ 0 １３ ９ 

菓子製造業 １１９ (７.５) ２０ (１６.８) ５ １４ 0 ２ ２ 

魚介類販売業 ２０３ (１２.８) ２０ (９.９) ９ ８ 0 ８ ３ 

乳類販売業 ２０７ (１３.０) ３ (１.５) ２ ０ 0 0 １ 

食肉販売業 １８１ (１１.４) １３ (７.２) ４ ８ 0 ４ １ 

豆腐製造業 ３ (０.２) １ (３３.３) １ ０ 0 0 0 

めん類製造業 ２０ (１.３) ２ (１０.０) ２ ２ 0 １ 0 

そうざい製造業 ２９ (１.８) ４ (１３.８) ２ １ 0 ４ １ 

その他 １５８ (１０.０) ７ (４.４) ５ ２ 0 １ 0 

計 １，５８７ (１００.０) １５２ (９.６) ７７ ６３ ０ ３３ １７ 
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    ｂ 食肉衛生重点指導（ａ再掲） 

主な業種 施設数 

立入件数 不適件数 不適内容 

 （割合）  （不適率） 施設基準 管理運営 
製造 

基準等 
表示基準 その他 

と畜場 ０ ０ (０.０) ０ (０.０) 0 0 0 0 0 

食鳥処理場 １０ ４８ (３０.０) ０ (０.０) 0 0 0 0 0 

飲食店営業 

（焼肉専門店） 
１７７ ７ (４.４) ０ (０.０) ０ ０ 0 0 0 

食肉処理業 ５５ ３ (１.９) ０ (０.０) 0 0 0 0 0 

食肉販売業 

（１類） 
２８５ １０２ (６３.７) ６ (５.９) １ ３ 0 １ １ 

計 ５２７ １６０ (１００.０) ６ (３.８) １ ３ ０ １ １ 

 

    ｃ 許可を要しない施設 

主な業種 

立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

 （割合）  （不適率） 
設備の 

不備 

食品の 

取扱不良 
表示基準 その他 

給 食 施 設 ５７ (３.９) ６ (１０.５) ４ ０ 0 ２ 

食 品 製 造 業 ２３８ (１６.３) ５ (２.１) ３ ２ ０ ０ 

そ う ざ い 販 売 業 ２０４ (１４.０) ７ (３.４) 0 ７ ４ 0 

菓 子 販 売 業 ２２６ (１５.５) ８ (３.５) 0 ７ ２ １ 

食 品 販 売 業 ２８８ (１９.８) １４ (４.９) ２ ８ ６ ４ 

そ の 他 ４４５ (３０.５) １ (０.２) 0 0 ５ １ 

計 １,４５８ (１００.０) ４１ (２.８) ９ ２４ １７ ８ 

 

   （イ）食品・食品添加物等の検査及び収去試験（検査件数：２２７件，不適件数：０件） 

食品等 

検 査 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

 （割合）  （不適率） ６条 １１条 １９条 その他 

魚介類及び 

その加工品 
１０９ (４８.０) ０ (０.０) 0 0 0 0 

食肉，食肉製品及び 

食肉加工品 
６ (２.７) ０ (０.０) 0 0 0 0 

乳，乳製品及び 

乳類加工品 
１０ (４.４) ０ (０.０) 0 0 0 0 

めん類 ０ (０.０) ０ (０.０) 0 0 0 0 

菓子類 １９ (８.４) ０ (０.０) 0 0 0 0 

穀類加工品 ０ (０.０) ０ (０.０) 0 0 0 0 

野菜・果物及びその

加工品 
４０ (１７.６) ０ (０.０) 0 0 0 0 

そうざい及び 

その半製品 
３８ (１６.７) ０ (０.０) 0 0 0 0 

その他 ５ (２.２) ０ (０.０) 0 0 0 0 

計 ２２７ (１００.０) ０ (０.０) ０ ０ ０ ０ 

 

 

 


